










橿原商工会議所「専門家連携協議会」所属の専門家の
皆さまから事業所の皆さまのご質問にお答えいただく形
で記事提供をいただいております。平素の事業活動に
是非ともお役立てください。橿原商工会議所 専門家連携協議会

事業所の皆さまのお悩みを募集いたします。 専門家の皆さまに聞いてみたいことなどお寄せください。 ご質問、事業所名、役職、氏
名、連絡先をご記入の上、右記までお送りください。 形式は問いません。  FAX 0744-28-4430  メール uketsuke@kashihara-cci.or.jp
（掲載については事務局にて調整させていただきます。 状況によっては掲載できない場合もございます。 予めご了承ください。）

奈良労働局からのお知らせ

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当
分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、１カウントとして算
定できるようになります。

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障
害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定
できるようになります。

◆障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入
れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援
助を受けることができるようになります。
◆加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能
力開発、業務の遂行に必要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った
場合に、助成が受けられるようになります。

障害者介助等助成金（障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担
当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成の追加）や職場適応援
助者助成金（助成単価や支給上限額、利用回数の改善等）の拡充、職場
実習・見学の受入れ助成の新設など、事業主の皆様の障害者雇用の支
援を強化します。

事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生
社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する
義務があります。この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお
知らせいたします。

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

令和５年度 令和６年４月 令和８年７月

民間企業の法定雇用率

対象事業主の範囲

２.３％⇒
43.5人以上

２.５％⇒
40.0人以上

2.７％
37.5人以上

◆毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

障害者の法定雇用率が
段階的に引き上げられます。（令和６年４月以降）

▶ 障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

除外率設定業種 除外率
・非鉄金属第一次製錬 ・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む）
・港湾運送業 ・警備業
・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院
・林業（狩猟業を除く）
・金属鉱業 ・児童福祉事業
・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く）
・石炭・亜炭鉱業
・道路旅客運送業 ・小学校
・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園
・船員等による船舶運航等の事業
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除外率が引き下げられます。（令和７年４月以降）

障害者雇用における障害者の
算定方法が変更となります。

障害者雇用のための事業主支援を
強化（助成金の新設・拡充）します。
（令和６年４月以降）※詳細が決まり次第、別途ご案内予定
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除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、
令和７年４月１日から以下のように変わります。（現在除外率が10％以
下の業種については除外率制度の対象外となります。）

▶ 精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降）。

▶ 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定
　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月以降）。

▶ 雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題
　　に対応する助成金を新設します。

▶ 既存の障害者雇用関係の助成金を拡充します。

２０２３年４月から、遺伝子組換え表示制度が改正されました。

アインス行政書士事務所

山田 善紀

【プロフィール】
神戸大学経営学部卒業後、金融機関勤務。
その後清酒製造業、食品流通業に携わる。
平成２０年行政書士試験に合格。
平成３０年事務所を開業。

ご対応いただいた専門家

やまだ よしのり
行政書士
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〒634-0078　橿原市八木町３丁目１番８号
Mail : yamada@eins-g.jp
Tel : 0744-37-2207

遺伝子は、生物の細胞の中にあり個性を決める情報です。その情報はDNAと呼ばれる長
い鎖のような分子の一部分にあります。鎖の一部分を取り外したり、他の生物の鎖の一
部分を足したりすることで新しい個性を作り出すことができます。このようにして新たに
作ったDNAが組み込まれた農作物を「遺伝子組換え農作物」と呼びます。当然ながら安
全性は厳しくチェックされています。しかし、元々自然界に存在しない生物です。それを
摂食することに抵抗がある人も多いかもしれません。

世界規模の視点で見ると、「遺伝子組換え」農作物と「遺伝子組換えでない」農作物が
混在して生産されています。これらを完璧に分別して流通させるのは難しいだろうという
ことで、「意図しない『遺伝子組換え』農作物の混入が５％以下」なら「遺伝子組換えで
ない」と表示することが可能でした。

生産から流通、加工まで適切に分別している場合のみ「遺伝子組換えでない」と表示できます。それを証明する書類
や第三者機関の分析が必要となります。「意図しない『遺伝子組換え』農作物の混入が５％以下」の場合は「適切に
分別生産流通管理された旨の表示は可能」となり、「分別生産流通管理済み」と表示できます。

４月１日より以前に製造されたものは、そのまま流通させても良いとされています。

改正前に作った包材をそのまま使えるかは、分別生産流通管理の実施状況の確認結果によります。適切に分別生産
流通管理されているが、それを証明する書類や第三者機関の分析を得られない場合は「遺伝子組換えでない」と表示
できなくなります。この場合には、「分別生産流通管理済み」と記載された包材を用意して、切替える必要があります。

現在、日本で食用使用を目的とする遺伝子組換え作物の商業栽培はありません。国産品を使用しているなら、流通
過程で遺伝子組換え作物の栽培国からの輸入品と混ざらないことを確認すれば「遺伝子組換えでない」と表示でき
ます。

「遺伝子組換え農作物」とは

今までの表示のルールは

どう変わったの

改正前に製造した在庫はどうなる

表示の見直し、切替えはどうすればいいか

国産の農作物のみを使用している場合はどうなる

ポテトチップス等のパッケージの原材料欄に「ばれいしょ（遺伝子組換えでない）」と書かれているのを見たこと
がある方は多いと思います。今回の改正によって、同じ原材料を使用しても「遺伝子組み換えでない」と表示で
きなくなる場合が出てきます。

問い合せ先 奈良労働局安定部　職業対策課
TEL 0742-32-0209
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橿原商工会議所「専門家連携協議会」所属の専門家の
皆さまから事業所の皆さまのご質問にお答えいただく形
で記事提供をいただいております。平素の事業活動に
是非ともお役立てください。橿原商工会議所 専門家連携協議会

事業所の皆さまのお悩みを募集いたします。 専門家の皆さまに聞いてみたいことなどお寄せください。 ご質問、事業所名、役職、氏
名、連絡先をご記入の上、右記までお送りください。 形式は問いません。  FAX 0744-28-4430  メール uketsuke@kashihara-cci.or.jp
（掲載については事務局にて調整させていただきます。 状況によっては掲載できない場合もございます。 予めご了承ください。）

奈良労働局からのお知らせ

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当
分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、１カウントとして算
定できるようになります。

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障
害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定
できるようになります。

◆障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入
れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援
助を受けることができるようになります。
◆加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能
力開発、業務の遂行に必要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った
場合に、助成が受けられるようになります。

障害者介助等助成金（障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担
当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成の追加）や職場適応援
助者助成金（助成単価や支給上限額、利用回数の改善等）の拡充、職場
実習・見学の受入れ助成の新設など、事業主の皆様の障害者雇用の支
援を強化します。

事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生
社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する
義務があります。この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお
知らせいたします。

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

令和５年度 令和６年４月 令和８年７月

民間企業の法定雇用率

対象事業主の範囲

２.３％⇒
43.5人以上

２.５％⇒
40.0人以上

2.７％
37.5人以上

◆毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

障害者の法定雇用率が
段階的に引き上げられます。（令和６年４月以降）

▶ 障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

除外率設定業種 除外率
・非鉄金属第一次製錬 ・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む）
・港湾運送業 ・警備業
・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院
・林業（狩猟業を除く）
・金属鉱業 ・児童福祉事業
・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く）
・石炭・亜炭鉱業
・道路旅客運送業 ・小学校
・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園
・船員等による船舶運航等の事業

５％
１０％
１５％
２０％
２５％
３０％
３５％
４０％
４５％
５０％
７０％

除外率が引き下げられます。（令和７年４月以降）

障害者雇用における障害者の
算定方法が変更となります。

障害者雇用のための事業主支援を
強化（助成金の新設・拡充）します。
（令和６年４月以降）※詳細が決まり次第、別途ご案内予定

Point
①

Point
③

Point
④Point

②
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除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、
令和７年４月１日から以下のように変わります。（現在除外率が10％以
下の業種については除外率制度の対象外となります。）

▶ 精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降）。

▶ 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定
　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年４月以降）。

▶ 雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題
　　に対応する助成金を新設します。

▶ 既存の障害者雇用関係の助成金を拡充します。

２０２３年４月から、遺伝子組換え表示制度が改正されました。

アインス行政書士事務所

山田 善紀

【プロフィール】
神戸大学経営学部卒業後、金融機関勤務。
その後清酒製造業、食品流通業に携わる。
平成２０年行政書士試験に合格。
平成３０年事務所を開業。

ご対応いただいた専門家

やまだ よしのり
行政書士
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〒634-0078　橿原市八木町３丁目１番８号
Mail : yamada@eins-g.jp
Tel : 0744-37-2207

遺伝子は、生物の細胞の中にあり個性を決める情報です。その情報はDNAと呼ばれる長
い鎖のような分子の一部分にあります。鎖の一部分を取り外したり、他の生物の鎖の一
部分を足したりすることで新しい個性を作り出すことができます。このようにして新たに
作ったDNAが組み込まれた農作物を「遺伝子組換え農作物」と呼びます。当然ながら安
全性は厳しくチェックされています。しかし、元々自然界に存在しない生物です。それを
摂食することに抵抗がある人も多いかもしれません。

世界規模の視点で見ると、「遺伝子組換え」農作物と「遺伝子組換えでない」農作物が
混在して生産されています。これらを完璧に分別して流通させるのは難しいだろうという
ことで、「意図しない『遺伝子組換え』農作物の混入が５％以下」なら「遺伝子組換えで
ない」と表示することが可能でした。

生産から流通、加工まで適切に分別している場合のみ「遺伝子組換えでない」と表示できます。それを証明する書類
や第三者機関の分析が必要となります。「意図しない『遺伝子組換え』農作物の混入が５％以下」の場合は「適切に
分別生産流通管理された旨の表示は可能」となり、「分別生産流通管理済み」と表示できます。

４月１日より以前に製造されたものは、そのまま流通させても良いとされています。

改正前に作った包材をそのまま使えるかは、分別生産流通管理の実施状況の確認結果によります。適切に分別生産
流通管理されているが、それを証明する書類や第三者機関の分析を得られない場合は「遺伝子組換えでない」と表示
できなくなります。この場合には、「分別生産流通管理済み」と記載された包材を用意して、切替える必要があります。

現在、日本で食用使用を目的とする遺伝子組換え作物の商業栽培はありません。国産品を使用しているなら、流通
過程で遺伝子組換え作物の栽培国からの輸入品と混ざらないことを確認すれば「遺伝子組換えでない」と表示でき
ます。

「遺伝子組換え農作物」とは

今までの表示のルールは

どう変わったの

改正前に製造した在庫はどうなる

表示の見直し、切替えはどうすればいいか

国産の農作物のみを使用している場合はどうなる

ポテトチップス等のパッケージの原材料欄に「ばれいしょ（遺伝子組換えでない）」と書かれているのを見たこと
がある方は多いと思います。今回の改正によって、同じ原材料を使用しても「遺伝子組み換えでない」と表示で
きなくなる場合が出てきます。

問い合せ先 奈良労働局安定部　職業対策課
TEL 0742-32-0209
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アスカ美装株式
会社ASUKA

奈良の24時間は警備のプロにお任せください

施設警備・機械警備・交通警備・イベント警備ほか
多数なケースに対応できます

Building Management by
支店：大阪・東京・奈良・名古屋
本社 橿原市醍醐町296-1 TEL.0744-24-1757 https://www.asukabiso.co.jp/

事業報告

●日時／令和５年３月３０日（木）13：30～
●会場名／橿原市役所
●出席者／橿原市 財務部 副部長  近澤　紀文 氏
　　　　 橿原市 財務部 契約検査課 課長 中川　明彦 氏
　　　　 橿原市 財務部 契約検査課 課長補佐 新澤　康秀 氏
　　　　 橿原市 財務部 契約検査課 検査技監 宮田　　弘 氏
　　　　 橿原商工会議所建設業部会 部会長 嵜山　雅由 氏
　　　　 橿原商工会議所建設業部会 副部会長 中川　茂宣 氏
　　　　 橿原商工会議所建設業部会 副部会長 中谷　芳一 氏
　　　　 橿原商工会議所 理事  辻本　昌弘 氏
　　　　 橿原市建設業協会 会長  松田　充玄 氏
　　　　 橿原市建設業協会 副会長  嘉藤　良道 氏　

橿原市契約検査課と建設業部会・橿原市
建設業協会との意見交換会
橿原市契約検査課と建設業部会・橿原市
建設業協会との意見交換会

　意見交換では、橿原市契約検査課より令和４年度に一部改正と
なった橿原市入札制度に関し運用状況、橿原市における令和５年度
以降の公共工事に関する週休二日制への対応等について説明が行わ
れました。その後、現状の入札制度に関して意見交換を行いました。

建設業部会 観光部会

宮崎商工会議所観光部会と意見交換を実施宮崎商工会議所観光部会と意見交換を実施
　令和5年3月9日（木）に宮崎商工会議所観光部会が橿原市を来訪
され、橿原オークホテルにて当所観光部会正副部会長と意見交換を
行いました。意見交換では、双方地域の観光状況などの意見交換を
行いました。その後、橿原神宮に移動し、正式参拝を行いました。友
好姉妹提携商工会議所の部会同士で貴重な情報交換の機会となりま
した。

●日時／令和５年３月２２日（水）19：00～
●参加者数／８名
●議案／①次年度 橿原ブランド認定事業計画の立案について
　　　　②次年度 異業種交流事業計画の立案について
　　　　③その他について

異業種交流事業委員会異業種交流事業委員会

　異業種交流事業委員会（委員長　長友久和）が当所会議室とWEBを活用した
ハイブリッド形式にて開催されました。
　委員会では、令和4年度に実施した橿原ブランド認定事業を検証し令和5年度
の事業に向け計画立案を行いました。また、令和4年度に初めて委員会が主催し、
好評であったビジネスセミナー＆ビジネス交流会に関して令和5年度以降の実施
に向け事業計画を検討しました。今後、それぞれ事業に関して委員会で部門ごと
に詳細計画を検討し実施してまいります。

●日時／令和５年３月２３日（木）10：00～
●バイヤー名／道の駅なら歴史芸術文化村 ㈱まほろばホールディングス代表取締役
　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　 　　　　アドバイザー
　　　　　　  道の駅へぐりくまがしステーション　　　　 所長
　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　副所長
　　　　　　  奈交サービス㈱ 　　　取締役営業本部長
　　　　　　　　　　〃　　　　 　　　企画営業部　課長
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　  係長
　　　　　　  ㈱フォレストファーム　　　　  店長
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　 　
●会場名／大和信用金庫 八木支店ビル ３階会議室
●参加事業所数／16事業所

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

奈良県内道の駅２店舗・専門店２店舗との合同個別商談会奈良県内道の駅２店舗・専門店２店舗との合同個別商談会

異業種交流事業委員会を開催！！異業種交流事業委員会を開催！！

　奈良県にある道の駅
２店舗（奈良歴史芸術
文化村、大和路へぐりく
まがしステーション）、
専門店２店舗（奈交サー
ビス株式会社、株式会
社フォレストファーム）
とそれぞれ商談を行え
る合同個別商談会を開
催しました。

ビジネスマッチなら　橿原ビジネス商談会

▲意見交換会の様子

▲委員会の様子

▲意見交換の様子 ▲集合写真

▲商談の様子

■お問合せは、ハローワーク大和高田へ

担当／職業紹介部門 西川TEL.0745-52-5801

1
2

3

4
5
6
7
8

9

10

No 希望職種 希望収入 希望勤務時間 学歴 住所 職歴（最新▶旧）・免許・資格

ハローワーク求職者情報 5月号
建設・土木作業員、機器の設置等
ピッキング作業員、レジ、品だし

金属溶接工

電気工事士
製造・プリント印刷
ソフトウェアテストに関する業務
製品製造、加工処理工
製造、バイク用品販売

電気機械器具整備・修理工

工場業務員

35万
950円

40万

40万
18万
30万
20万
25万

23万

25万

高校卒
高校卒
高等学校
専攻科
高校卒
高校卒
大学卒
専門・専修
高校

専修・専門

大学中退

橿原市
明日香村
大和
高田市
橿原市
河合町
葛城市
王寺町
河合町
大和
高田市
御所市

太陽光のパネルの工事管理11年6ヶ月、建設（土木作業）8年／資格：大型自動車第二種免許
集配（センターから台車で）約12年

溶接4年5ヶ月　通算30年経験あり。／資格：玉掛技能者、床上操作クレーン運転技能者、
フォークリフト運転技能者、半自動溶接（SA2F）

電気工事24年／資格：第一種電気工事士
Tシャツなどの印刷、データ調整、検品等8年8ヶ月／資格：アシスタントカラーコーディネーター
ソフトウェアテスト業務14年5ヶ月、ソフトウェア開発、組み込み系9年10ヶ月／資格：JSTQB FL
アパレルのECサイトの運営業務19年
半導体・液晶画面生産ラインの設備メンテナンス、製造31年2ヶ月／資格：１級機械保全技能士、危険物取扱者（乙種）

フィールドエンジニア、医療機器の修理２年１ヶ月、インバーターなどの機器修理４年１１ヶ月／
資格：第一種電気工事士

倉庫作業員10年／資格：フォークリフト運転技能者、中型自動車免許

8:00～17:00

8:00～18:00

8:00～1８:00
不問
不問
不問

8:30～17:30

8:30～17:30

8:30～1８:00

※令和５年４月４日現在
ハローワークに登録
されている人の一例です

　異業種交流事業委員会では、毎月１回委員会（原則第２水曜日）を開催しています。ビジネス
チャンスの創出、販路拡大や人脈づくりの推進を目的に、異業種交流事業等を実施しています。

新たな地域のつながりを持ちませんか？ 異業種交流事業委員会のメンバー募集中 興味を持たれた方は、
0744-28-4400

までお電話ください。

9:00～14:00
１日5時間程度週4日程度

　　　　　

▲川越 観光部会長（宮崎）挨拶 ▲関 観光部会長（橿原）挨拶

参加申込みは
電話又は参加申込み
フォームからできます。

お問合せ先　橿原商工会議所 中小企業相談所　TEL : 0744-28-4400  FAX : 0744-28-4430 参加申込みフォーム

募集期間 ６月末まで

山 本  浩 文
別 所  有 可
中 山  　 悟
東 川  雅 俊
西 谷  保 弘
吉 田  明 美
宮 嶋  大 輔
西 中  喜 崇
宇野 莉沙子

○目　　的 ：

○主な活動 ：

○対象 ： 女性経営者成長意欲のある女性経営者が集まり、交流を通じて助け合い、お互いを高め
グローバルな女性経営者の会とし、様々な活動を展開していきます。
女性の活躍を通じて経済を活性化し、社会に貢献することを目的とします。
商工会議所の事業を活用して、セミナーやビジネス交流会等への参加
研究会独自に事業企画、運営を行う。

橿原商工会議所 女性経営者ビジネス研究会 参加者募集

　橿原商工会議所では、左記の期間省エネ・節電等
の地球温暖化対策のためクールビズを実施しており
ます。実施期間中当所職員はノーネクタイ、ノー上着
による軽装で実務に従事いたします。
　皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

クールビズ実施のお知らせ
～
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ask24SECURITY

アスカ美装株式
会社ASUKA

奈良の24時間は警備のプロにお任せください

施設警備・機械警備・交通警備・イベント警備ほか
多数なケースに対応できます

Building Management by
支店：大阪・東京・奈良・名古屋
本社 橿原市醍醐町296-1 TEL.0744-24-1757 https://www.asukabiso.co.jp/

事業報告

●日時／令和５年３月３０日（木）13：30～
●会場名／橿原市役所
●出席者／橿原市 財務部 副部長  近澤　紀文 氏
　　　　 橿原市 財務部 契約検査課 課長 中川　明彦 氏
　　　　 橿原市 財務部 契約検査課 課長補佐 新澤　康秀 氏
　　　　 橿原市 財務部 契約検査課 検査技監 宮田　　弘 氏
　　　　 橿原商工会議所建設業部会 部会長 嵜山　雅由 氏
　　　　 橿原商工会議所建設業部会 副部会長 中川　茂宣 氏
　　　　 橿原商工会議所建設業部会 副部会長 中谷　芳一 氏
　　　　 橿原商工会議所 理事  辻本　昌弘 氏
　　　　 橿原市建設業協会 会長  松田　充玄 氏
　　　　 橿原市建設業協会 副会長  嘉藤　良道 氏　

橿原市契約検査課と建設業部会・橿原市
建設業協会との意見交換会
橿原市契約検査課と建設業部会・橿原市
建設業協会との意見交換会

　意見交換では、橿原市契約検査課より令和４年度に一部改正と
なった橿原市入札制度に関し運用状況、橿原市における令和５年度
以降の公共工事に関する週休二日制への対応等について説明が行わ
れました。その後、現状の入札制度に関して意見交換を行いました。

建設業部会 観光部会

宮崎商工会議所観光部会と意見交換を実施宮崎商工会議所観光部会と意見交換を実施
　令和5年3月9日（木）に宮崎商工会議所観光部会が橿原市を来訪
され、橿原オークホテルにて当所観光部会正副部会長と意見交換を
行いました。意見交換では、双方地域の観光状況などの意見交換を
行いました。その後、橿原神宮に移動し、正式参拝を行いました。友
好姉妹提携商工会議所の部会同士で貴重な情報交換の機会となりま
した。

●日時／令和５年３月２２日（水）19：00～
●参加者数／８名
●議案／①次年度 橿原ブランド認定事業計画の立案について
　　　　②次年度 異業種交流事業計画の立案について
　　　　③その他について

異業種交流事業委員会異業種交流事業委員会

　異業種交流事業委員会（委員長　長友久和）が当所会議室とWEBを活用した
ハイブリッド形式にて開催されました。
　委員会では、令和4年度に実施した橿原ブランド認定事業を検証し令和5年度
の事業に向け計画立案を行いました。また、令和4年度に初めて委員会が主催し、
好評であったビジネスセミナー＆ビジネス交流会に関して令和5年度以降の実施
に向け事業計画を検討しました。今後、それぞれ事業に関して委員会で部門ごと
に詳細計画を検討し実施してまいります。

●日時／令和５年３月２３日（木）10：00～
●バイヤー名／道の駅なら歴史芸術文化村 ㈱まほろばホールディングス代表取締役
　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　 　　　　アドバイザー
　　　　　　  道の駅へぐりくまがしステーション　　　　 所長
　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　副所長
　　　　　　  奈交サービス㈱ 　　　取締役営業本部長
　　　　　　　　　　〃　　　　 　　　企画営業部　課長
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　  係長
　　　　　　  ㈱フォレストファーム　　　　  店長
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　 　
●会場名／大和信用金庫 八木支店ビル ３階会議室
●参加事業所数／16事業所

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

奈良県内道の駅２店舗・専門店２店舗との合同個別商談会奈良県内道の駅２店舗・専門店２店舗との合同個別商談会

異業種交流事業委員会を開催！！異業種交流事業委員会を開催！！

　奈良県にある道の駅
２店舗（奈良歴史芸術
文化村、大和路へぐりく
まがしステーション）、
専門店２店舗（奈交サー
ビス株式会社、株式会
社フォレストファーム）
とそれぞれ商談を行え
る合同個別商談会を開
催しました。

ビジネスマッチなら　橿原ビジネス商談会

▲意見交換会の様子

▲委員会の様子

▲意見交換の様子 ▲集合写真

▲商談の様子

■お問合せは、ハローワーク大和高田へ

担当／職業紹介部門 西川TEL.0745-52-5801

1
2

3

4
5
6
7
8

9

10

No 希望職種 希望収入 希望勤務時間 学歴 住所 職歴（最新▶旧）・免許・資格

ハローワーク求職者情報 5月号
建設・土木作業員、機器の設置等
ピッキング作業員、レジ、品だし

金属溶接工

電気工事士
製造・プリント印刷
ソフトウェアテストに関する業務
製品製造、加工処理工
製造、バイク用品販売

電気機械器具整備・修理工

工場業務員

35万
950円

40万

40万
18万
30万
20万
25万

23万

25万

高校卒
高校卒
高等学校
専攻科
高校卒
高校卒
大学卒
専門・専修
高校

専修・専門

大学中退

橿原市
明日香村
大和
高田市
橿原市
河合町
葛城市
王寺町
河合町
大和
高田市
御所市

太陽光のパネルの工事管理11年6ヶ月、建設（土木作業）8年／資格：大型自動車第二種免許
集配（センターから台車で）約12年

溶接4年5ヶ月　通算30年経験あり。／資格：玉掛技能者、床上操作クレーン運転技能者、
フォークリフト運転技能者、半自動溶接（SA2F）

電気工事24年／資格：第一種電気工事士
Tシャツなどの印刷、データ調整、検品等8年8ヶ月／資格：アシスタントカラーコーディネーター
ソフトウェアテスト業務14年5ヶ月、ソフトウェア開発、組み込み系9年10ヶ月／資格：JSTQB FL
アパレルのECサイトの運営業務19年
半導体・液晶画面生産ラインの設備メンテナンス、製造31年2ヶ月／資格：１級機械保全技能士、危険物取扱者（乙種）

フィールドエンジニア、医療機器の修理２年１ヶ月、インバーターなどの機器修理４年１１ヶ月／
資格：第一種電気工事士

倉庫作業員10年／資格：フォークリフト運転技能者、中型自動車免許

8:00～17:00

8:00～18:00

8:00～1８:00
不問
不問
不問

8:30～17:30

8:30～17:30

8:30～1８:00

※令和５年４月４日現在
ハローワークに登録
されている人の一例です

　異業種交流事業委員会では、毎月１回委員会（原則第２水曜日）を開催しています。ビジネス
チャンスの創出、販路拡大や人脈づくりの推進を目的に、異業種交流事業等を実施しています。

新たな地域のつながりを持ちませんか？ 異業種交流事業委員会のメンバー募集中 興味を持たれた方は、
0744-28-4400

までお電話ください。

9:00～14:00
１日5時間程度週4日程度

　　　　　

▲川越 観光部会長（宮崎）挨拶 ▲関 観光部会長（橿原）挨拶

参加申込みは
電話又は参加申込み
フォームからできます。

お問合せ先　橿原商工会議所 中小企業相談所　TEL : 0744-28-4400  FAX : 0744-28-4430 参加申込みフォーム

募集期間 ６月末まで

山 本  浩 文
別 所  有 可
中 山  　 悟
東 川  雅 俊
西 谷  保 弘
吉 田  明 美
宮 嶋  大 輔
西 中  喜 崇
宇野 莉沙子

○目　　的 ：

○主な活動 ：

○対象 ： 女性経営者成長意欲のある女性経営者が集まり、交流を通じて助け合い、お互いを高め、
グローバルな女性経営者の会とし、様々な活動を展開していきます。
女性の活躍を通じて経済を活性化し、社会に貢献することを目的とします。
商工会議所の事業を活用して、セミナーやビジネス交流会等への参加
研究会独自に事業企画、運営を行う。

橿原商工会議所 女性経営者ビジネス研究会 参加者募集

　橿原商工会議所では、左記の期間省エネ・節電等
の地球温暖化対策のためクールビズを実施しており
ます。実施期間中当所職員はノーネクタイ、ノー上着
による軽装で実務に従事いたします。
　皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

クールビズ実施のお知らせ
～
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貴社の印刷物にも
お試しください。

本　社  〒634-0812 奈良県橿原市今井町３－２－５　
事業所  〒636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代360-1 

パンフレット・チラシ・ホームページの企画から印刷・製作までトータルサポート

わたしたちは予防医学を行い急性期医療から回復期リハビリテーション
在宅医療と介護福祉においてトータルなケアを行っています。

社会医療法人平成記念会

抗菌ニスコーティングで印刷物に安心安全を＋

：新型コロナウイルス感染症対策新

日（ ） 月（Mon） 火（ ） 水（ ） 木（ ） 金（ ） 土（ ）

月 会議所行事予定
※諸状況により予定が変更となる場合があります

新新

新新

新

新

新

新 経営相談窓口経営相談窓口経営相談窓口
●異業種交流事業

委員会
●青年部役員会

経営相談窓口新

経営相談窓口
●第164回 日商簿

記（統一試験） 申込受付
開始（インターネット受付
のみ～10日（水））

新 経営相談窓口新

新

新 新新 経営相談窓口
●正副会頭会議

●第156回 常議員会
●小規模事業者持続化
補助金 様式４第１２回
受付締切り（会員）

　経営相談窓口経営相談窓口
●第228回 日商

珠算（そろばん）検定試験
申込受付開始
（～26日（金））

経営相談窓口経営相談窓口新

新

こどもの日みどりの日憲法記念日

経営相談窓口新 経営相談窓口新経営相談窓口新

経営相談窓口
●東商検定（ＩＢＴ・

ＣＢＴ）カラーコーディネー
ター、ビジネス実務法務
（２・３級）、ビジネスマネ
ジャー 第１シーズン
受付開始（３０日（火））

経営相談窓口経営相談窓口経営相談窓口　経営相談窓口　

経営相談窓口

合説・催事ブースデザイン・売場装飾・竣工写真撮影

（退任：中西　知 氏
　　　　　取締役相談役）

氏　　名：
事業所名：株式会社アイプリコム
役　　職：代表取締役

氏　　名： 髙井　剛 氏　　名： 辻本　昌弘

松本　貴至氏
常議員・３号議員

就任
〈令和５年４月１日付〉

理　事

理事就任・退任のお知らせ

（退任：東岡　英雄 氏
　　　　　社員税理士）

橿原市から橿原商工会議所へ派遣 橿原市からの派遣期間終了

氏　　名：
事業所名：税理士法人東岡会計
役　　職：代表社員

東岡　宏氏
常議員・２号議員

（退任：宮嵜　淳 氏
　　　　　代表取締役会長）

氏　　名：
事業所名：株式会社山城屋
役　　職：代表取締役

宮嵜　充弘氏
常議員・２号議員

（退任：吉村　章 氏
　　　　　取締役会長）

氏　　名：
事業所名：株式会社
　　　　　 ヨシムラエアサプライ
役　　職：代表取締役

吉村　雅史氏
常議員・２号議員

〈令和５年３月３１日付〉

理　事
退任

橿原商工ニュース2023年5月360号.indd   14 2023/04/25   6:56



貴社の印刷物にも
お試しください。

本　社  〒634-0812 奈良県橿原市今井町３－２－５　
事業所  〒636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代360-1 

パンフレット・チラシ・ホームページの企画から印刷・製作までトータルサポート

わたしたちは予防医学を行い急性期医療から回復期リハビリテーション
在宅医療と介護福祉においてトータルなケアを行っています。

社会医療法人平成記念会

抗菌ニスコーティングで印刷物に安心安全を＋

：新型コロナウイルス感染症対策新

日（ ） 月（Mon） 火（ ） 水（ ） 木（ ） 金（ ） 土（ ）

月 会議所行事予定
※諸状況により予定が変更となる場合があります

新新

新新

新

新

新

新 経営相談窓口経営相談窓口経営相談窓口
●異業種交流事業

委員会
●青年部役員会

経営相談窓口新

経営相談窓口
●第164回 日商簿

記（統一試験） 申込受付
開始（インターネット受付
のみ～10日（水））

新 経営相談窓口新

新

新 新新 経営相談窓口
●正副会頭会議

●第156回 常議員会
●小規模事業者持続化
補助金 様式４第１２回
受付締切り（会員）

　経営相談窓口経営相談窓口
●第228回 日商

珠算（そろばん）検定試験
申込受付開始
（～26日（金））

経営相談窓口経営相談窓口新

新

こどもの日みどりの日憲法記念日

経営相談窓口新 経営相談窓口新経営相談窓口新

経営相談窓口
●東商検定（ＩＢＴ・

ＣＢＴ）カラーコーディネー
ター、ビジネス実務法務
（２・３級）、ビジネスマネ
ジャー 第１シーズン
受付開始（３０日（火））

経営相談窓口経営相談窓口経営相談窓口　経営相談窓口　

経営相談窓口

合説・催事ブースデザイン・売場装飾・竣工写真撮影

（退任：中西　知 氏
　　　　　取締役相談役）

氏　　名：
事業所名：株式会社アイプリコム
役　　職：代表取締役

氏　　名： 髙井　剛 氏　　名： 辻本　昌弘

松本　貴至氏
常議員・３号議員

就任
〈令和５年４月１日付〉

理　事

理事就任・退任のお知らせ

（退任：東岡　英雄 氏
　　　　　社員税理士）

橿原市から橿原商工会議所へ派遣 橿原市からの派遣期間終了

氏　　名：
事業所名：税理士法人東岡会計
役　　職：代表社員

東岡　宏氏
常議員・２号議員

（退任：宮嵜　淳 氏
　　　　　代表取締役会長）

氏　　名：
事業所名：株式会社山城屋
役　　職：代表取締役

宮嵜　充弘氏
常議員・２号議員

（退任：吉村　章 氏
　　　　　取締役会長）

氏　　名：
事業所名：株式会社ヨシムラ
　　　　　　エアサプライ
役　　職：代表取締役

吉村　雅史氏
常議員・２号議員

〈令和５年３月３１日付〉

理　事
退任
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原
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「
環
境
調
和
企
業
」を
目
指
し
ま
す
。

h t t p s : / / w w w . s a n w a - s t a r c h . c o . j p /

三和澱粉工業株式会社
〒634-8585 奈良県橿原市雲梯町594番地
TEL（0744）22-5531  FAX（0744）22-4177本社・工場

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目21番5号 C-5ビル7階
TEL（03）5294-3838  FAX（03）5209-3800東京オフィス

橿原ビジネスプレス

May

The Kashihara Chamber of Commerce and IndustryThe Kashihara Chamber of Commerce and Industry
発
行
所
／
橿
原
商
工
会
議
所

〒
634 -0063 橿

原
市
久
米
町
652 -2

TEL.0744 -28 -4400（
代
） FA

X
.0744 -28 -4430

U
R
L  https://kashihara-cci.or.jp

発
行
責
任
者
／
中
村
 吉
代
茂

〈
発
行
回
数
〉月
1回
1日
発
行

〈
印
刷
部
数
〉1,850部 橿原商工会議所 〒 奈良県橿原市久米町 番地の

事業所内皆様でご覧下さい

高取川沿いの桜並木（白橿町　３月２４日撮影）
白橿町の高取川沿いの桜が咲き、春の訪れを感じさせています。
桜の木に吊るされているぼんぼりも夜には明かりが灯され、桜と共に訪れる方を楽しませています。

未入稿

未入稿
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